
ＮＰＯ法施行１０周年・みえパートナーシップ宣言１０周年事業 

第１回実行委員会 事項書 

 
      日時 平成 20 年９月 11 日（木）19 時～21 時 

         場所 みえ県民交流センター ミーティングルーム 
 
１ はじめに 

 

２ 自己紹介（19:00～19:30） 

 

 

 

 

３ 実行委員会について（19:30～20:30） 

  （三重県 男女共同参画・ＮＰＯ室から） 

 

   ○事業趣旨・ねらい 

 

○実行委員会規約 

 

   ○委員長・副委員長選出 
 
   ○議長選出 
 
 

 

４ 今後の進め方について（20:30～21:00） 

 

   ○スケジュール 

 
   ○企画案 
 

 

 

 

 

 



平成20年9月24日

名 前 所 属 名

1 金 憲裕 ＮＰＯ法人市民社会研究所

2 杉田 宏 ＮＰＯ法人「障害」当事者ＮＰＯセンターコンビニハウス

3 前田 昌身 ＮＰＯ法人ライフアカデミー

4 千賀 さわ子 ＮＰＯ法人さくらさくら

5 馬場 基記 株式会社三重銀総研調査部

6 岡本 光晃 四日市市役所市民生活課

7 山本 康史 ハローボランティア・ネットワークみえ

8 中盛 汀 Ｗ．Ｔ．Ａまちづくりセンター

9 前川 浩也 伊賀市市民活動支援センター

10 吉島 隆子 みえＮＰＯセンター

11 出丸 朝代 みえＮＰＯセンター

12 浦田 宗昭 いせ市民活動センター

13 中村 昌弘 伊勢市役所生活部市民参画交流課

14 由利 嘉朗

15 竹村 浩 みえＮＰＯセンター、三重県子どもＮＰＯサポートセンター

16 亀井 敬子 三重県生活・文化部男女共同参画・ＮＰＯ室

17 高垣 和郎 津フィルムコミッション「ロケッ津」

18 福西 秀文 三重県伊賀県民センター

事務局

古川 明郎 三重県生活・文化部男女共同参画・ＮＰＯ室

堀木 俊哉 〃

明石須美子 〃

辻 千賀子 〃

富山 達也 〃

亀山裕美子 〃

ＮＰＯ法施行１０周年・みえパートナーシップ宣言１０周年事業実行委員会委員名簿



ＮＰＯ法施行１０周年・みえパートナーシップ宣言１０周年事業 

実行委員会規約（案） 

 

（名称） 

第１条 この会は、ＮＰＯ法施行１０周年・みえパートナーシップ宣言１０周年事業実行

委員会（以下「実行委員会」という。）という。 

 

（目的） 

第２条  ＮＰＯ法施行１０周年、みえパートナーシップ宣言１０周年の機会に、これまで

の１０年をふりかえり、今後の１０年を考えるきっかけとするとともに、ＮＰＯ関

係者（企業・行政等を含む）が交流する場をつくることを目的とする。 

 

（構成員） 

第３条 この実行委員会の構成員は、実行委員といい、ＮＰＯに関係する個人・団体（企

業・行政等を含む）とする。 

 

（組織） 

第４条 実行委員会に、次の役員を置く 

    委員長   １名 

副委員長  １名又は２名 

  ２ 委員長は、この実行委員会を代表し、その会務を総理する。 

    副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 

３ 委員長及び副委員長は、実行委員の互選とする。 

４ 実行委員会の事務局は、三重県生活・文化部男女共同参画・ＮＰＯ室におく。  

  ５ 実行委員会の事務局は、実行委員会の事務を執行し、その責任を負う。 

 

（入退会） 

第５条 実行委員の入会については、特に条件を定めない。 

２ 実行委員として入会しようとするものは、別紙参加申込書を事務局に提出するも

のとする。 

３ 実行委員長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面

をもって本人にその旨を通知しなければならない。 

４ 実行委員は、退会届を事務局に提出して、任意に退会することができる。 

 

（解散） 

第６条 この実行委員会は、事業実施後解散する。 

 

（その他） 

第７条 この規約に定めのない事項については、実行委員の協議により定めるものとする。 



ＮＰＯ法施行１０周年・みえパートナーシップ宣言１０周年事業 

 

 

■スケジュール（案） 

 

  ９月  企画案概要確定 

 

 

 １０月  チラシ確定 

       ※市民活動・ボランティアニュースにチラシ折り込み（10/27） 

 

 １１月  役割分担・広報 

 

 

 １２月  実 施 

 

 

 

■企画（案） 

  ○日時  平成２０年１２月１３日（土） 

 

  ○場所  みえ県民交流センター（三重県津市アスト津３階） 

         イベント情報コーナー 

         交流スペース 

         ミーティングルーム Ａ・Ｂ 

          

  ○主催 ＮＰＯ法施行１０周年・みえパートナーシップ宣言１０周年事業実行委員会 

 

  ○事業内容 

 

    ・講演    講師Ａ  日本ＮＰＯセンター 山岡義典氏 

 

 

    ・ワークショップ、パネルディスカッション、円卓会議 など 

 

 

・交流会 
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三重県のＮＰＯ施策について 

平成20年９月11日 

三重県生活・文化部 男女共同参画・ＮＰＯ室 

１ これまでの取組 

平成９年度からスタートした三重県のＮＰＯ施策は、市民社会の実現にむけて「ＮＰＯ

活動支援」と「ＮＰＯと行政の協働推進」を柱に取り組んできました。県民参加による「特

定非営利活動促進法」の施行条例づくりに始まり、県民の社会参画活動の受け皿となるボ

ランティア団体・市民活動団体が、組織基盤を確立し、また、お互いにネットワークを構

築し、分野を超えて課題を共有し解決していくための活動の場や交流機会の提供及び情報

の受発信を行う拠点整備など、ＮＰＯの活動基盤を整備するためのさまざまな取組を推進

してきました。 

また、平成15年度からは、ＮＰＯと行政の協働のしくみづくり、平成19年度からは、地

域市民活動センターの連携推進など、新たな課題に対応しつつ、ＮＰＯ施策に取り組んで

います。 

この間、次の取組を行ってきました。 

ア ＮＰＯの活動拠点の整備（市民活動センターの設置と運営） 

・三重県市民活動センターの設置（Ｈ10～Ｈ12） 

・みえ県民交流センター（みえ市民活動ボランティアセンター）の設置（Ｈ13～） 

イ 異分野のＮＰＯの相互交流・ネットワーク化に資する場づくり 

  ・福井・滋賀・三重市民活動フォーラム（Ｈ9～Ｈ11） 

  ・まちづくり交流フォーラム（Ｈ12） 

  ・みえＮＰＯパートナーシップフォーラム（Ｈ17） など 

ウ 「特定非営利活動促進法」の施行条例づくりなど、市民参加による検討の場づくり 

  ・みえＮＰＯ研究会（Ｈ10） 

  ・市民活動センター運営委員会（Ｈ10～Ｈ17） など 

  エ ＮＰＯ活動を活発化させるための、課題をふまえたしくみづくり 

・インターネットを活用した情報ネットワークの構築（Ｈ11） 

    ・地域ＮＰＯ活動基盤整備（Ｈ12～Ｈ13、緊急雇用対策事業） 

    ・市民活動資金サポートのあり方の調査研究（Ｈ12～Ｈ13、緊急雇用対策事業） 

    ・ＮＰＯ評価システム研究事業（Ｈ12～Ｈ13、緊急雇用対策事業） など 

  オ ＮＰＯ活動活性化のための人材育成 

    ・三重県市民活動塾（Ｈ10～Ｈ11） 

参考資料 
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  ・ＮＰＯスタッフ支援プログラム事業（Ｈ20） など 

カ ＮＰＯと行政の協働の推進 

    ・ＮＰＯからの協働事業提案募集（Ｈ15～） 

    ・協働事業ふりかえり会議（Ｈ15～） 

    ・新しい時代の公のあり方をさぐる協働のしくみ確立プロジェクト（Ｈ16） 

    ・ふりかえり会議のコーディネーター養成講座（Ｈ16～） 

    ・現場で体験ＮＰＯ職員研修（Ｈ14～Ｈ17） 

    ・県職員のＮＰＯへの派遣研修（民間企業等派遣研修）（Ｈ17～Ｈ18） 

    ・協働マネジメント研修（Ｈ17～Ｈ18） 

・会議の進行ノウハウ実践講座（Ｈ19～） など 

 

２ 現在の取組（平成20年度事業） 

「県民しあわせプラン・第二次戦略計画」の各施策に「県が他の主体に期待すること」

という項目を入れ、ＮＰＯを含む多様な主体の参画による公共分野での事業展開を進める

こととしており、ＮＰＯと行政の協働推進、ＮＰＯ活動支援、地域市民活動センターの連

携推進を行っています。 

（１）ＮＰＯと行政の協働推進 

  ＮＰＯや市民の「公」への参画意識が高まり、また、行政職員のＮＰＯや協働に対す

る理解が深まって、多様な主体と行政が連携・協働して取組を進めることをめざしてい

ます。 

ア ＮＰＯからの協働事業等提案募集 

  ＮＰＯから協働事業等提案募集を行い、県と多様な主体が協働するきっかけを提供

し、モデル的な協働を実現させるとともに、「市民発」の提案を県の施策に反映させ

る取組です。 

  平成20年度は、「事業の構築・推進を目指した事業提案」への応募５件のうち４件

を選定、また「課題の共有を目指した研究提案」への応募３件のうち２件を条件付き

で選定しました。 

イ 協働事業のふりかえり会議の実施 

    協働事業に関わった人が、協働のプロセスや成果について検証し、課題を共有して

事業を改善するための取組です。（平成19年度は、24事業で実施） 

ウ 協働研修 

  協働型会議で必要な運営手法を学ぶ「会議の進行ノウハウ実践講座」を実施してい

ます。 
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（２）ＮＰＯ活動支援 

   みえ県民交流センター（みえ市民活動ボランティアセンター）の運営や情報紙・ホー

ムページによる市民活動・ＮＰＯに関する情報発信を行い、ＮＰＯの活動の場や交流機

会を提供するとともに、市民活動・ＮＰＯに関する情報の受発信を支援しています。 

  ア みえ県民交流センター（みえ市民活動ボランティアセンター）の運営 

    ＮＰＯの活動の場と交流機会を提供するとともに、情報の受発信を支援しています。 

・場の提供  会議室・交流スペース、イベント・展示スペースの貸出 

・情報支援  団体情報の提供（市民活動団体ファイル 1,440団体） 

           ＮＰＯ・ボランティアに関する図書資料及びビデオの貸出、提供 

・活動支援  ＮＰＯ・ボランティアに関する相談、講座（アストdeサロン他） 

  イ 市民活動に関する情報紙（市民活動・ボランティアニュース）の発行 

    ＮＰＯの情報支援・広報支援として、助成金情報、講座・研修・イベント情報など

を掲載し、毎月１万部発行しています。（平成19年度末現在 112号発行） 

  ウ 市民活動に関するホームページの運営 

    助成金情報、講座・研修・イベント情報などの他、市民活動団体検索システム（Ｍ

ナビ）、企業の社会貢献データベース（えむかむぱにぃ）を掲載しています。 

  エ 特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）の認証、監督 

    継続的な活動をするために必要な法人格の認証、監督事務について、適正に執行し

ています（平成19年度末現在、455法人）。 

また、所轄する全ＮＰＯ法人の事業報告書等をホームページで情報公開し、情報発

信を支援するとともに、法令を遵守しない法人に対して厳正に対処することにより、

県民から信頼を得た市民活動の活発化を図っています。 

    さらに、ＮＰＯ法人の財務状況や運営状況の調査・分析を行っています。 

 

（３）地域市民活動センター連携推進 

 みえ県民交流センター（みえ市民活動ボランティアセンター）と各地域の公設・民設

の市民活動センターが連携して市民活動支援を行うため、機能充実のための研修会の開

催や活動団体の情報共有化などを実施し、各地域の市民活動センター機能の強化を支援

しています。 

ア 市民活動センター情報交換会 

  県内各地域の公設・民設の市民活動センターの担当者による情報交換会・勉強会を

開催し、各センターの連携を図っています。（年３回開催） 



4 

イ 市民活動団体情報の共有とデータベース化事業 

    県内各地域の公設・民設の市民活動センターが保有する市民活動団体情報の共有化

を図るため連携して調査を行い、各センターの市民活動団体情報の把握を促進してい

ます。（平成19年度末現在 1,576団体） 

ウ ＮＰＯスタッフ支援プログラム事業 

ＮＰＯ支援組織のスタッフが、ＮＰＯに関する基礎的な相談や簡単な講座の講師が

できる力を身につけるための実践的な連続講座を実施し、ＮＰＯを支援するＮＰＯの

実力向上を図っています。 




